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【手続補正書】
【提出日】平成21年3月5日(2009.3.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
電子機器と、前記電子機器と通信を行う携帯通信装置とを備え、
前記電子機器は、
　前記携帯通信装置と通信を行う第１の通信手段と、
　前記携帯通信装置の存在方向を検出する方向検出手段と、
　電源から供給された電力を電磁波に変換するとともに、変換後の電磁波を前記方向検出
手段により検出された方向に送信する電磁波送信手段とを含み、
前記携帯通信装置は、
　前記電子機器と通信を行う第２の通信手段と、
　前記第２の通信手段に電力を供給する二次電池と、
　前記電磁波送信手段により送信された電磁波を受信する電磁波受信手段と、
　前記電磁波受信手段により受信された電磁波を電力に変換する電力変換手段と、
　前記電力変換手段により変換された電力で前記二次電池を充電する充電手段とを含み、
　　前記携帯通信装置の前記第２の通信手段は、使用者の操作に基づいて前記電子機器を
操作するための操作信号を生成する操作信号生成手段と、前記操作信号生成手段により生
成された操作信号を前記電子機器に送信する操作信号送信手段とを含み、
　　前記電子機器の前記第１の通信手段は、前記操作信号送信手段から送信された操作信
号を受信する操作信号受信手段を含み、
　　前記電磁波送信手段は、前記操作信号受信手段による操作信号の受信終了から一定時
間が経過した後、電磁波の送信を開始することを特徴とする通信システム。
【請求項２】
前記携帯通信装置は、
　前記電磁波受信手段により電磁波が受信されたときに前記電子機器に電磁波の受信を示
す通知信号を送信する通知信号送信手段をさらに含み、
　前記電子機器は、
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　前記通知信号送信手段により送信された通知信号を受信する通知信号受信手段をさらに
含み、
　前記電磁波送信手段は、
　指向性を有する電磁波を放射する指向性アンテナと、
　前記指向性アンテナにより放射される指向性を有する電磁波を二次元的に走査させる走
査手段とを含み、
　前記方向検出手段は、
　指向性を有する電磁波を二次元的に走査させるように前記走査手段を制御するとともに
、前記通知信号受信手段により通知信号が受信されたときに前記走査手段による走査を停
止させることを特徴とする請求項１記載の通信システム。
【請求項３】
前記携帯通信装置は、
　当該携帯通信装置の存在方向の検出のための通知信号を送信する通知信号送信手段をさ
らに含み、
　前記電子機器は、
　前記通知信号送信手段により送信された通知信号を受信する通知信号受信手段をさらに
含み、
　前記電磁波送信手段は、
　指向性を有する電磁波を放射する指向性アンテナと、
　前記指向性アンテナにより放射される指向性を有する電磁波を二次元的に走査させる走
査手段とを含み、
　前記方向検出手段は、
　前記通知信号受信手段により受信された通知信号に基づいて前記携帯通信装置の存在方
向を検出し、前記指向性アンテナにより放射される指向性を有する電磁波を検出された方
向に向けるように前記走査手段を制御することを特徴とする請求項１記載の通信システム
。
【請求項４】
前記通知信号送信手段は、前記充電手段による充電が完了した場合に充電の完了を示す信
号を前記電子機器に送信し、
　前記電磁波送信手段は、前記通知信号受信手段により充電の完了を示す信号が受信され
たときに電磁波の送信を終了することを特徴とする請求項２または３記載の通信システム
。
【請求項５】
前記通知信号送信手段は、前記充電手段による充電の進行中に充電中である旨を示す信号
を前記電子機器に送信し、
　前記方向検出手段は、
　前記通知信号受信手段により充電の完了を示す信号が受信される前に、前記通知信号受
信手段により充電中である旨を示す信号が受信されなくなった場合に、再度前記携帯通信
装置の存在方向を検出することを特徴とする請求項４記載の通信システム。
【請求項６】
前記電磁波送信手段および前記通知信号受信手段は、共通のアンテナを有することを特徴
とする請求項２～５のいずれかに記載の通信システム。
【請求項７】
前記電子機器は、
　前記方向検出手段により検出された前記携帯通信装置の存在方向を記憶する記憶手段を
さらに含み、
　前記電磁波送信手段は、前記記憶手段に記憶された存在方向に電磁波を送信することを
特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の通信システム。
【請求項８】
前記携帯通信装置は、
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　当該携帯通信装置の存在方向の記憶を指示する指示手段をさらに含み、
　前記第２の通信手段は、前記指示手段の指示を示す指示信号を前記電子機器に送信し、
　前記記憶手段は、前記第１の通信手段により前記指示信号が受信されたときに前記方向
検出手段により検出された前記携帯通信装置の存在方向を記憶することを特徴とする請求
項７記載の通信システム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　（１）本発明に係る通信システムは、電子機器と、電子機器と通信を行う携帯通信装置
とを備え、電子機器は、携帯通信装置と通信を行う第１の通信手段と、携帯通信装置の存
在方向を検出する方向検出手段と、電源から供給された電力を電磁波に変換するとともに
、変換後の電磁波を方向検出手段により検出された方向に送信する電磁波送信手段とを含
み、携帯通信装置は、電子機器と通信を行う第２の通信手段と、第２の通信手段に電力を
供給する二次電池と、電磁波送信手段により送信された電磁波を受信する電磁波受信手段
と、電磁波受信手段により受信された電磁波を電力に変換する電力変換手段と、電力変換
手段により変換された電力で二次電池を充電する充電手段とを含み、前記携帯通信装置の
前記第２の通信手段は、使用者の操作に基づいて前記電子機器を操作するための操作信号
を生成する操作信号生成手段と、前記操作信号生成手段により生成された操作信号を前記
電子機器に送信する操作信号送信手段とを含み、前記電子機器の前記第１の通信手段は、
前記操作信号送信手段から送信された操作信号を受信する操作信号受信手段を含み、前記
電磁波送信手段は、前記操作信号受信手段による操作信号の受信終了から一定時間が経過
した後、電磁波の送信を開始するものである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　一方、携帯通信装置においては、電子機器の電磁波送信手段により送信された電磁波が
電磁波受信手段により受信される。電磁波受信手段により受信された電磁波は電力変換手
段により電力に変換される。電力変換手段により変換された電力を用いて、充電手段によ
り二次電池が充電される。二次電池に充電された電力は第２の通信手段に供給される。そ
して、使用者の操作に基づいて電子機器を操作するための操作信号が操作信号生成手段に
より生成され、操作信号生成手段により生成された操作信号は操作信号送信手段により電
子機器に送信される。操作信号送信手段から送信された操作信号は操作信号受信手段によ
り受信される。また、操作信号受信手段による操作信号の受信終了から一定時間が経過し
た後、電磁波の送信が電磁波送信手段により開始される。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　このように、本発明に係る通信システムにおいては、携帯通信装置の存在方向が検出さ
れ、検出された存在方向に向けて電子機器の電磁波送信手段により電磁波が送信された後
、携帯通信装置において当該電磁波による電力を用いて二次電池の充電が行われる。これ
により、使用者は、携帯通信装置を収納部（充電装置）等の定位置に収納する必要がない
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。それにより、携帯通信装置の二次電池を充電するために使用者の手間がかからない。し
たがって、携帯通信装置が使用者にとって使い易いものとなる。更に、一定時間が経過し
た場合には、使用者が携帯通信装置から離れた所にいるとみなし、当該携帯通信装置への
電磁波の送信が開始される。これにより、電磁波の人体への影響と電磁波の送信効率が低
下することとを防ぐことができる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
　（７）電子機器は、方向検出手段により検出された携帯通信装置の存在方向を記憶する
記憶手段をさらに含み、電磁波送信手段は、記憶手段に記憶された存在方向に電磁波を送
信してもよい。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４０】
　（８）携帯通信装置は、当該携帯通信装置の存在方向の記憶を指示する指示手段をさら
に含み、第２の通信手段は、指示手段の指示を示す指示信号を電子機器に送信し、記憶手
段は、第１の通信手段により指示信号が受信されたときに方向検出手段により検出された
携帯通信装置の存在方向を記憶してもよい。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４２
【補正方法】削除
【補正の内容】
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